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令和７年度第２回東御市伝統的建造物群保存地区保存審議会にかかる審議事項

について（諮問） 

 

 

東御市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則第９条第 7 号に基づき、次

のとおり諮問します。 

 

 

記 

（諮問事項） 

(1) 令和９年度修理事業について 

(2) 〇〇家主屋について 

(3) ●●家物置の種別変更について 

 

 

（諮問理由） 

  当該事業にかかる現状変更等については、保存地区の維持保存のため、専門

的見地から判断する必要があります。つきましては、貴委員会の意見を求めま

す。 

 


